
 

 

 

 

● 【フラット 35】Ｓの適合証明書をグリーン住宅ポイントの確認書類として活用される場合、 

「金利 Bプラン 省エネルギー性」を選択して適合証明書を取得する必要があります。 

（「金利 Aプラン 省エネルギー性」ではグリーン住宅ポイントに活用できません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● そのため、【フラット 35】Ｓ（金利 A プラン）をご利用される方で、グリーン住宅ポイントも取得され

る予定の方は、金利A基準だけでなく「金利Bプラン 省エネルギー性」も併せて取得して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

● この場合、フラット 35Sの申請手数料は 20,000円加算となるため、併せてご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

【フラット 35】Ｓをご利用される方へ 
～グリーン住宅ポイントを取得する際の注意点～ 

■グリーン住宅ポイント制度における基準確認書類 

３０万 pt 

４０万 pt 

（☆☆以上） 

30,000円 + 20,000円＝50,000円 
(金利 A基準)     (金利 B省エネ) 

令和 3年 4月 1日   ㈱兵庫確認検査機構

 

  

 ● BELS評価書（☆☆☆以上）を取得される場合は、【フラット35】Ｓ（金利Aプラン）もグリーン住宅

ポイントにも活用でき、手数料も抑えることができるためオススメです！ 

4,000円    +  26,000円 ＝ 30,000円 
(フラット 35申請料)       (BELS申請料) 

・ 【フラット 35】Ｓ（金利 Aプラン） 

・ グリーン住宅ポイント 

に活用できるためお得！

BELS評価書 

 ３０万 pt 

（追加基準）


